
１．名称
　　　地方税ポータルシステムＡＳＰサービス用ソフトウェア

２．規格及び数量
　　　下記のとおりとする。

品　　　名 メーカー 備　　　考 数量

CSP SQL Server 2019 Standard Edition (Japan Only) 日本マイクロソフト サーバ　ライセンス 2

Windows Server Device CAL 2019 ライセンス 　　　　〃 ライセンスのみ 38

Arcserve Backup 18.0 for Windows
　　　 License Only(NASBR018FMJBASE00C)

arcserve Japan合同会社 ライセンスのみ 1

Arcserve Backup for Windows
　　　5 Years Maintenance(MABW0000MAJ000E60C)

　　　　〃 令和4年4月1日より　5年のメンテナンス 1

Arcserve Backup 18.0 Client Agent for Windows
　　　License Only(NASBR018FMJWCAE00C)

　　　　〃 ライセンスのみ 1

Arcserve Backup Client Agent for Windows
　　　5 Years Maintenance(MABW0000MAJ022E60C)

　　　　〃 令和4年4月1日より　5年のメンテナンス 1

SmartOn ID V2.8.1 ｻｰﾊﾞｰﾊﾟｯｸ 株式会社ソリトンシステムズ サーバ　ライセンス 1

SmartOn ID 追加ACLｻｰﾊﾞｰﾗｲｾﾝｽ 　　　　〃 追加サーバ　ライセンス 1

SmartOn ID 追加ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾗｲｾﾝｽ (1-5) 　　　　〃 管理ツール　ライセンス 1

SmartOn ID PCｲﾝｽﾄｰﾙﾗｲｾﾝｽ(10-99) 　　　　〃 端末用　ライセンス 38

SmartOn ID ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｰｸﾝﾗｲｾﾝｽ 　　　　〃 ICカード用 ライセンス 300

SmartOn ID ｻｰﾊﾞｰﾊﾟｯｸ 年間ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 　　　　〃
令和4年4月1日より　5年間
サーバ　サポート　サービス

5

SmartOn ID 追加ACLｻｰﾊﾞｰﾗｲｾﾝｽ 年間ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 　　　　〃
令和4年4月1日より　5年間
追加サーバ　サポート　サービス

5

SmartOn ID  追加マネージャーライセンス  年間保守 　　　　〃
令和4年4月1日より　5年間
管理ツール　サポート　サービス

5

SmartOn ID PCｲﾝｽﾄｰﾙﾗｲｾﾝｽ(100-999)年間ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 　　　　〃
令和4年4月1日より　5年間
端末　サポート　サービス

190

InterSecVM/CS V6.0 for Hyper-V(UL4652-621) 日本電気株式会社
令和4年4月1日より
1年間の保守サービス付き

1

InterSecVM/CS V6.0 for Hyper-V（二重化2台目）(UL4652-631) 　　　　〃
令和4年4月1日より
二重化2台目　1年間の保守サービス付き

1

PPSupportPack(InterSecVM/CS)　年間(ULH1S-4652-001) 　　　　〃 4年間のサポートサービス 4

PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))
　　　年間(ULH1S-4652-002)

　　　　〃 二重化2台目　4年間のサポートサービス 4

ESET PROTECT Entry ｵﾝﾌﾟﾚﾐｽ 官公庁向けﾗｲｾﾝｽ
　　　26-49U（サーバ・端末含む）

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 サーバ・端末　1年間の保守サービス付き 42

ESET PROTECT Entry ｵﾝﾌﾟﾚﾐｽ 官公庁向けﾗｲｾﾝｽ
　　　26-49U 年間更新費

　　　　〃 サーバ・端末　4年間の保守サービス付き 168

３．納品期日
　　　令和4年3月28日（月）

４．納入及び検査場所
　　　別途指定する場所（市内一箇所）

５．連絡先
　　　札幌市財政局税政部税制課
　　　札幌市北1条西2丁目　札幌市役所２F北
　　　TEL 011-211-2282　FAX 011-218-5149
　　　メールアドレス　ky-zeisei-z@city.sapporo.jp
　　　担当　松崎

６．特記事項
（１）納入場所及び納入日時について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
（２）契約履行確保のため、選定した製品のメーカー当出荷元からの出荷証明を求めることがあり、その場合、
　出荷引受書の提出が可能であることが参加の条件となるので、留意すること。
（３）ソフトウェア調達にインストール作業は含めない。（インストールは別途本市が委託した業者が行う。）
（４）インストール作業やハードウェアの設定及び調整を行った後に、正常に機能しない場合は、受注者が
　原因究明に協力すること。
（５）不明な点は、事前に担当課に確認をすること。

仕　　様　　書


